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１．考え方

●限度額を超過した場合、サービス提供体制強化加算は

限度額を超過した日から全額自己負担で計算されます。

例）青 智子様（要介護３）

サービス提供体制加算ありで、 27日以降に限度額超過した場合

限度額超過

全額自己負担
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２．限度超過単位の入力
●「10割請求がある場合」タブに移動し、

限度超過分の単位を登録をします。

例）6045単位が区分支給限度基準を超える単位数の場合
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３．計算方法

◼ 地域通所介護６３⇒1046単位／回

◼ 地域通所介護５３⇒1006単位／回

◼ 入浴介助加算⇒50単位／回

●サービス提供体制強化加算、介護処遇改善加算は区分支給限度対象外のため、
それ以外の通所単位・加算を使って計算します。
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３．計算方法

限度超過単位…6045単位

◼ 31日（木）の利用単位数…1046単位

◼ 30日（水）の利用単位数…1046単位 合計2092単位

◼ 29日（火）の利用単位数…1006単位＋50単位=1056単位 合計3148単位

◼ 28日（月）の利用単位数…1046単位＋50単位=1096単位 合計4244単位

◼ 27日（日）の利用単位数…1046単位 合計5290単位

◼ 26日（土）の利用単位数…1046単位 合計6336単位

26日～31日の利用単位数合計が6336単位となり、26日の時点で

限度額超過が発生していることになりますが、

サービス提供体制強化加算が全額自己負担となるのは27～31日までの5日分となります。

※上記の計算方法は解釈の一例のため、

ケアマネさんとよくご確認の上、入力をお願いします。
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4．サービス提供体制強化加算（全額自己負担）の
入力方法

●10割請求の入力画面で、サービス提供体制強化加算の

限度額超過5日分『5』を入力し、「登録」ボタンを押します。

全額自己負担分は5×12単位＝60単位となります。

登録ボタン押下後
単位数が計算され

ます。


